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収容定員に係る学則変更認可申請書 

 

 このたび、八洲学園高等専修学校の学則を変更したいので、学校教育法第１３１条及び

同法施行規則第１８９条において準用する同規則第５条の規定に基づきお届けします。 

 

 

１ 下記事項を記載した書類 

① 変更の事由 

② 変更の時期 

③ 学則変更条項の新旧比較対照表 

④ 経費の見積り及び維持方法 

 

 

 

添付資料 

１ 学則（変更後の学則全文） 

２ 理事会の決議録 

３ 収支予算 

 

 

 

 

 



１ 変更事由書 

 収容定員と実員の乖離が生じているため、収容定員を減ずるものである。 

 

≪参考≫過去５年間の生徒数の推移 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

定員数 300 300 300 300 300 

生徒数 84 82 78 68 61 

充足率 28% 27% 26% 22% 20% 

≪参考≫ 過去５年間の生徒数推移（各年度５月１日現 過去５年間の生徒数推移） 

 

 

２ 収容定員変更の内容 

① 収容定員変更の内容 

 

学  科  名 

変  更  前 変  更  後 現    況 

学級数 人 数 学級数 人 数 学級数 人 数 

商 業 科 ９ ３００ ３ １２０ ３ ６１ 

合   計 ９ ３００ ３ １２０ ３ ６１ 

 

② 経費の見積り及び維持方法 

  今回の収容定員変更に伴う新たな経費は発生しない。 

経費は別紙収支予算のとおり、授業料、入学金等をもって維持し、不足があれば、 

 設置者の責任において負担する。 

 

③ 変更年月日 

     平成２９年 ４月 １日 

 

 

 

 

 



３ 教職員組織の変更の内容 

区   分 
変  更  前 変  更  後 

専  任 兼  任 専  任 兼  任 

校   長 １    

 教員（専任） ７    

助      手 若干名    

 講師（兼任）  ７   

事 務 職 員 ２    

学 校 医  １   

校 務 員 １    

合   計 ９ ８   

 

４ 学則変更条文新旧比較対照表 

新  条  文 旧  条  文 

（課程、学科、修業年限） 

第四条 本校の課程、学科、修業年限並びに定員は次の通り

とする。 

課 程 名   昼 夜 学科名 修業年限  入学定員 総定員 

経理高等課程  昼間部 商業科 ３ヶ年  40名  120名 

（教職員） 

第九条 

一 本校に次の教職員を置く。 

１．校長      １名 

２．副校長     １名 

３．教員（専任）  名以上 

４．助手      若干名 

５．講師（兼任）  名以上 

６．事務職員    名以上 

７．学校医     １名 

 

二 校長は校務を掌り所属職員を監督する。 

（課程、学科、修業年限） 

第四条 本校の課程、学科、修業年限並びに定員は次の通り

とする。 

課 程 名  昼 夜  学科名 修業年限 入学定員 総定員 

経理高等課程  昼間部 商業科 ３ヶ年  100名 300名 

（教職員） 

第九条 

一 本校に次の教職員を置く。 

１．校長      １名 

２．教員（専任）  ７名以上 

３．助手      若干名 

４．講師（兼任）  7名以上 

５．事務職員    ２名以上 

６．学校医     １名 

７．校務員     １名 

 

二 校長は校務を掌り所属職員を監督する。 

 

 

 

 

 

 

教職員組織に変更はない。 


